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面積30a以下の農地について、農地転用の
手続きが短縮されました！

　農地転用許可に関する一部の事務が、沖縄県から宮古島市へ権限委譲されました。これに伴い、今
まで申請から許可・不許可の決定まで 2～ 3ヶ月かかっていた手続きが、最短で 30日前後まで短縮
されます。詳しい内容については、宮古島市農業委員会までご連絡ください。

今後の申請から決定までの流れ
申請受付 (月始めの平日までに

　　　申請した場合 )

▶
 

現場確認 (10 日前後 )

内部審査会 (15 日前後 )

農業委員会総会 (25 日前後 )

対象農地が 30a 以下
2種及び 3種農地の場合

許可書・不許可書
の交付

(30 日前後 )

対象農地が 30a 超
及び 1種農地の場合

常設審議会への諮問

再度、総会へ提出

許可書・不許可書
の交付

▶
 

▶
 

▶
 

▶
 

▶
 

▶
 

▶
 

▶
 ( 翌月 5日前後 )

( 翌月 25日前後 )

( 翌月 30日前後 )　 30a
超の転用

につ

いては、
これまで

と同

様の手続
きです！

◆◆転用申請にあたって
　　　　　　　の注意点◆◆
①内部審査や総会で疑義があ
　る場合は、翌月の総会へ持
　ち越して再度審議します。
②都市計画法 ( 開発行為、自
　然公園法 ) などの他法令の
　許可の見込みがあることが
　条件です。

【お問合わせ】　
農業委員会　
☎ 76-3236

  こどもたちの個性を伸ばし、自己表現
し社会で活躍できる人材の育成を図るこ
とを目的として、平成 24年 4月、宮古
島市こども劇団が設立されました。こど
も劇団は様々な公演活動を経て経験を積
み重ね、平成 27 年 4月、名称を【劇団
かなやらび】と変更し、新たなスタート
を切りました。今後とも、皆様のあたた
かい応援をよろしくお願いいたします。

  

  【お問合わせ（Eメール）】
kanayarabi@gmail.com


